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2本日ご議論いただきたい内容

◼ 需給調整市場では、商品要件において中給システムとリソース等を結ぶ通信回線の取扱いを定めている。

◼ この通信回線には、専用線または簡易指令システムを用いることとし、商品毎に適用可能なシステムを規定している。

◼ 市場参入を検討している事業者からは、通信回線の整備に伴う費用負担や設備構築期間が市場参入にあたって
の障壁の一つになるという点が指摘されており、簡易指令システムの適用範囲の拡大や専用線の要件緩和に関する
意見が出されている。

◼ 今回、事業者からのご意見、および一次～二次②の技術要件・アセスメント等に関する整理を踏まえて、簡易指令
システムの適用範囲および専用線に用いる通信方式等について検討を行ったことから、その内容についてご議論いた
だきたい。

商品 指令・制御 通信回線

一次 (GF) オフライン(自端制御) 専用線※

二次① (LFC) オンライン 専用線

二次② (EDC) オンライン 専用線

三次① (EDC) オンライン 専用線または簡易指令システム

三次② オンライン 専用線または簡易指令システム

＜通信回線の適用状況＞

【論点①】
簡易指令システムを
適用可能とするか

【論点②】
コストおよび工期負担の
少ない通信方式

※一部オフラインも可



3(参考)現在の商品要件における通信回線の取扱い

出所）第24回 需給調整市場検討小委員会（2021.6.23） 資料2をもとに作成
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


4(参考)通信回線に関する事業者のニーズ

◼ 過去に実施した意見募集では、専用線等の設置は費用面、工期面で負担が大きい、多様な通信手段を認めるこ
とで新規参入を促すことが出来る等の理由で、簡易指令システムの適用拡大に関するニーズが寄せられている。

出所）第6回 需給調整市場検討小委員会（2018.10.9） 資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html
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6簡易指令システムの概要

出所）第18回 需給調整市場検討小委員会（2020.８.7） 資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html

◼ 簡易指令システムは、出力指令値を中給システムからACシステムへ送信、あるいはリソースの出力実績値をACシス
テムから中給システムへ送信する際に、専用線に比べて汎用的な通信回線を用いる仕組みであり、専用線に比べる
と、新たに通信回線を構築する際の費用が少なく、工期も短いといったメリットがある。

◼ 他方で、簡易指令システムの仕様により、専用線を用いる場合と比べ、伝送遅延が大きい、あるいは処理できるデー
タ容量に制約が生じることや、接続口数が限定的であることなどを踏まえ、商品への適用範囲を定めてきたところ。

専用線に比べて
汎用的な通信回線

(IP-VPN)

専用回線

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html


7(参考)簡易指令システムを用いて指令する場合の制約

出所）第18回 需給調整市場検討小委員会（2020.８.7） 資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html

◼ 第18回本小委員会において、中給システムから簡易指令システムを介して事業者側のACシステムへ指令する場合
（下り情報）、簡易指令システム単体において約1分30秒の伝送遅延が発生することが、一般送配電事業者より
報告されている。

◼ また、簡易指令システムのデータ処理能力の制約から、1分未満の応動実績データ等の情報（上り情報）を簡易
指令システムを用いて中給システムに伝送することは困難であることが報告されている。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html


8【論点①】簡易指令システムの二次①および二次②への適用について

◼ 二次①は、簡易指令システム性能の制約により、秒単位の間隔で指令・制御ができないことから、通信回線はこれま
でどおり、専用線のみとしてはどうか。

◼ 他方、二次②は、応動時間が5分間と短いため、これまでは専用線での接続を前提に整理してきたが、応動時間を
除き、指令・制御方法は簡易指令システムの適用を認めている三次①と同様であること、また新規参入の促進に資
することも踏まえ、専用線に加え、簡易指令システムの適用も認めることとしてはどうか。なお、その際、リソースは伝送
遅延を含めた応動時間内に、指令値へ到達することが必要となることには留意が必要である（実質的に、指令を受
信してから約３分以内に指令値へ到達することが必要） 。

◼ なお、簡易指令システムを二次②に対応させるためには中給システムの改修※が必要となるため、適用開始時期につ
いては、各エリアの受け入れ態勢が整い次第、順次開始することとしてはどうか。

制御方法 制御周期
簡易指令
適用可否

応動時間 留意事項

二次① LFC
0.5～
数十秒 × 5分 -

二次② EDC 数分 × → 〇 5分
伝送遅延を含め、応
動時間内に指令値
へ到達する必要あり

(参考)

三次①
EDC 数分 〇 15分 -

簡易指令システムの性能

＜制御間隔＞
5分未満の間隔での
指令・制御は不可

＜伝送遅延＞
上り遅延：1分13秒程度
下り遅延：1分36秒程度

＜システム制約＞ ＜簡易指令システム適用可否の方針と留意事項＞

※休止時間を反映した簡易指令システム向けの指令値を作成するための改修。



9(参考)二次①および二次②の応動に関する基本的な考え方

出所）第17回需給調整市場検討小委員会（2020.6.12） 資料2-1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

◼ 二次①と二次②の制御周期および応動のイメージは以下の通りとなる。

指令信号のイメージ 応動のイメージ

二
次
②
（
Ｅ
Ｄ
Ｃ
）

二
次
①
（
Ｌ
Ｆ
Ｃ
）

※詳細は各エリアの中給システム仕様により異なる

時間

出力

応動時間

制御周期

時間

応動時間

出力

制御周期

中給からの制御
（指令値）

調整力出力

中給からの
指令・制御間隔

供出時間(＝落札した時間帯)

供出時間(＝落札した時間帯)

中給からの制御
調整力出力

制御周期：0.5～数十秒

制御周期：数分

＜二次①および二次②の応動イメージ＞

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html


10(参考)二次②における休止時間について

出所）第24回 需給調整市場検討小委員会（2021.6.23） 資料2をもとに作成
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


11簡易指令システムの適用範囲を考慮した商品要件の見直しについて

◼ 二次②に簡易指令システムを適用可能とすることに合わせ、商品要件を以下の通り変更してはどうか。

出所）第24回 需給調整市場検討小委員会（2021.6.23） 資料2をもとに作成
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html

※6：休止時間を反映した簡易指令システム向けの指令値を作成するための中給システム改修の完了後に開始。

専用線：1～5秒程度
簡易指令ｼｽﾃﾑ※6 ：1分

専用線：5MW
簡易指令ｼｽﾃﾑ※6 ：1MW

専用線 または
簡易指令システム※6

専用線：数秒～数分
簡易指令ｼｽﾃﾑ※6 ：5分

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


12二次②のアグリゲーションによる参入について

◼ 二次②の通信線については、専用線を商品要件としてきたところ、専用線を用いてDSR等に出力変化量指令を行う
場合、中給システムの改修が必要になることから、二次②のアグリゲーションによる参入については、事業者の申し出
に応じて検討することとしていた。

◼ 今回、二次②に簡易指令システムの適用を認めるとしたことから、簡易指令システムを用いる場合については、アグリ
ゲーションによる参入が可能となる。

＜アグリゲーションによる参入の対応状況＞

商品 回線
ネガワット ポジワット型／ネガポジ型

可否 開始時期 可否 開始時期

一次 専用線
(一部オフライン)

〇 2024年度 〇 2024年度

二次① 専用線 〇 2024年度 〇 2024年度

二次②
専用線 △ ※1 △ ※1

簡易指令 〇 2024年度以降※2 〇 2024年度以降※2

三次①
専用線 △ ※1 △ ※1

簡易指令 〇 2022年度 〇 2024年度

三次②
専用線 △ ※1 △ ※1

簡易指令 〇 開始済み 〇 2023年度

簡易指令システムの適用
により、参入可能となる

※1：出力変化量による指令は、事業者からの申込み状況に応じた中給システム改修完了後に開始可能となる。
また、実出力値による指令は、中給システムの抜本改修の際に、事業者ニーズを踏まえて対応方法を検討する（2027年度以降）。

※2：休止時間を反映した簡易指令システム向けの指令値を作成するための改修(P8)完了後に開始。
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14専用線の通信方式について（2020年度以前）

◼ 需給調整市場において適用している通信回線のうち専用線については、大規模災害時等においても確実に指令・
制御を行えるように高い信頼性を有した通信方式を採用することとしたうえで、その仕様等は、一般送配電事業者
毎に規定されている。

◼ この専用線に用いる通信方式として、2020年度以前は、主にマイクロ波無線方式もしくは光ケーブル回線方式
（地中方式、鉄塔方式）が採用されている。

＜2020年度以前の専用線の通信方式とその概要＞

マイクロ波無線方式
光ケーブル回線方式

鉄塔方式 地中方式

概要 •無線鉄塔による無線通信 •鉄塔への光ケーブルの添架 •地中の洞道への光ケーブルの敷設

信頼性 •高い •高い •高い

新設時の
コスト

•高額
(無線鉄塔の建設が必要)

•比較的高額
（光ケーブル添架距離に応じ変動）

•比較的高額
（埋設工事が必要）

工期 •10ヶ月～数年程度 •10ヶ月～数年程度 •10ヶ月～1年程度※

✓ 一般送配電事業者毎に専用線設置に関する取り決めが規定されており、それがエリア内の全リソースに適用されている

※光ケーブル敷設対象設備の構築状況（施工環境や立地等）により、さらに工期を要することがある。



15専用線に用いることのできる通信方式の拡充について

マイクロ波無線方式
光ケーブル回線 光ケーブル回線

鉄塔方式 地中方式 電柱方式

概要 •無線鉄塔による無線通信 •鉄塔への光ケーブルの添架
•地中の洞道への
光ケーブルの敷設

•電柱への光ケーブルの添架

信頼性 •高い •高い •高い
•高い
(左記３方式よりは劣る)

新設時の
コスト

•高額
(無線鉄塔の建設が必要)

•比較的高額
（光ケーブル添架距離に応じ変動）

•比較的高額
（埋設工事が必要）

•低額

工期 •10ヶ月～数年程度 •10ヶ月～数年程度 •10ヶ月～1年程度※2 •10ヶ月～1年程度※2

＜専用線に用いることのできる通信方式＞
2020年度以降に拡充

された専用線の通信方式

◼ 従来採用されてきた専用線については、信頼性が高い一方で、新設コストが高額であることに加え、鉄塔建設や掘
削工事が必要になるため、設備の完成までの期間が長くなる。これに関して、三次①に関する意見募集を行った際に
事業者から意見が出されたことを受けて、2020年６月以降※1、全ての一般送配電事業者において、電柱に添架し
た光ケーブル回線を活用した通信方式（電柱方式）を専用線の一方式として適用し始めている。

◼ これは、大規模災害時等において電柱が倒壊する等した場合に通信が途絶する可能性があるなど、既存の専用線
の通信方式より信頼性としては若干劣るものの、新設時のコストや設置工期を抑制できるものであり、すでに事業者
は、市場参入にあたり電柱方式を用いた専用線の整備もできるようになっている。

※１：一部のエリアでは、2020年度以前から先行的に電柱方式を取り入れている事例がある

※2 光ケーブル敷設対象設備の構築状況（施工環境や立地等）により、さらに工期を要することがある。



16(参考)三次①に関する意見募集に寄せられた事業者からの意見

出所）第17回 需給調整市場検討小委員会（2020.6.12） 資料2-1参考をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html


17通信方式が拡充される範囲等について

◼ 2020年度以降に拡充された電柱方式は、前述の通り、電柱に添架した光ケーブル回線を活用するため、台風や地
震などの災害時には、他の方式より回線が途絶する可能性が高くなる。

◼ このため、電柱方式については、現状、リソース容量の小さいものについて適用することとされており、定格容量10万
kW以上かつ上位2電圧系統に接続されるリソースは従来の方式のみ利用可能となっている。

◼ 今後は、定格容量10万kW以上かつ上位2電圧系統に接続されるリソースに対する専用線の扱いや、一般送配電
事業者毎に仕様が異なる点などについて、一般送配電事業者とともに検討を行っていくこととしたい。

2020年度以前 現状

定格容量10万kW以上
かつ上位2電圧系統に
接続されるリソース

上記以外

従来方式

主にマイクロ波無線方式 もしくは
光ケーブル方式(地中方式、鉄塔方式)

従来方式

従来方式
もしくは

光ケーブル方式（電柱方式）

＜事業者が新規参入にあたり利用できる専用線の通信方法＞
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19まとめ

◼ 簡易指令システムの適用範囲および専用線に用いる通信方式について、以下の通りとしてはどうか。

＜簡易指令システムの二次①および二次②への適用＞

✓ 二次①に用いる通信回線は、専用線のみとする

✓ 二次②に用いる通信回線は、専用線に加え、簡易指令システムの適用も認めることとする。なお、伝送遅延を
含めた応動時間内に、指令値へ到達することが必要となる点には留意が必要となる

✓ 二次②への簡易指令システム適用開始時期は、各エリアの受け入れ態勢が整い次第、順次開始する

＜専用線に用いる通信方式＞

✓ 2020年度以降※、全ての一般送配電事業者において、電柱に添架した光ケーブル回線を活用した電柱方式
を専用線の一方式として適用し始めている

※一部のエリアでは、2020年度以前から先行的に電柱方式を取り入れている事例がある

✓ 現在は、定格容量10万kW以上かつ上位2電圧系統に接続されるリソースは2020年度以前の従来方式のみ
利用可能となっているが、今後、定格容量10万kW以上かつ上位2電圧系統に接続されるリソースに対する専
用線の扱いや、一般送配電事業者毎に仕様が異なる点などについて、一般送配電事業者とともに検討を行っ
ていくこととする


